
 

 

 

監査の結果に関する報告の公表公告 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第９項および第 10 項の規定により次のとおり公表する。 

令和８年３月 27 日 

滋賀県監査委員  周 防 清 二 

〃     村 尾 愼 哉 

〃     大 野 恭 永 

〃     河 瀬 隆 雄 

滋賀県監査基準（令和２年滋賀県監査委員告示第５号）に準拠し監査を実施したので、その結果を下記のとおり報

告する。 

 

１ 監査の種類 

  地方自治法第 199 条第７項に規定する財政的援助団体等の出納その他の事務の執行に関する監査 

 

２ 監査の対象 

 令和６年度の補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金または

利子の支払を保証している団体、信託の受託者および公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係

る出納その他の事務の執行 

 

３ 監査の着眼点 

２に記載の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか。 

 

４ 監査の実施内容 

あらかじめ監査実施団体等から監査調書等の提出を求め、関係職員からの説明聴取および帳簿、書類その他の記録

の照合により行った。また、必要に応じて書面による監査を行った。 

監査実施団体ごとの財政的援助等の内容および監査実施年月日は、次のとおりである。 

 

監査実施団体名、財政的援助等の内容および監査実施年月日 

［出資団体］ 

監査実施団体名 

主たる所管課等 
財政的援助等の内容 監査実施年月日 

公益財団法人滋賀県国際協会 

総合企画部国際課 

出資金・出えん金累計額        400,000,000円 

公益財団法人滋賀県国際協会事業費補助金 

41,367,842円 

多文化共生推進事業補助金          24,367,141円                          

令和７年12月９日 

公益財団法人淡海文化振興財団 

総合企画部県民活動生活課 

出資金・出えん金累計額          30,000,000円 

公益財団法人淡海文化振興財団運営事業費補助金 

         48,848,000円 

令和７年12月９日 

一般社団法人滋賀県造林公社 

琵琶湖環境部森林政策課 

 

出資金・出えん金累計額       4,851,759,000円 

森林環境保全直接支援事業補助金     169,753,279円 

環境林整備事業補助金          6,871,700円 

単独間伐対策事業補助金         4,225,000円 

林業労働力対策事業費補助金        189,416円 

森林病害虫等防除事業補助金       493,000円 

滋賀県造林公社事業資金貸付金    4,688,387,772円 

滋賀県造林公社経営改善資金貸付金 1,431,922,089円 

旧びわ湖造林公社事業資金貸付金 10,625,097,890円 

分収育林促進事業資金貸付金        538,624円 

琵琶湖総合開発事業資金貸付金   1,378,727,799円 

令和７年12月19日 

公益財団法人滋賀食肉公社 出資金・出えん金累計額       1,371,498,175円 令和７年12月19日 



 

 

農政水産部畜産課 滋賀食肉公社“安全・安心”食肉流通促進および施設 

整備等事業費補助金         371,621,482円 

滋賀食肉センター原油価格高騰緊急支援事業費補助金 

15,948,000円 

財団法人滋賀食肉公社運営資金貸付金  44,408,216円 

公益財団法人滋賀食肉公社経営円滑化資金貸付金 

43,000,000円 

財団法人滋賀食肉公社施設整備資金融資損失補償 

（限度額）             4,341,354,000円 

株式会社滋賀食肉市場 

農政水産部畜産課 

出資金・出えん金累計額        19,000,000円 

滋賀食肉市場“安全・安心”食肉流通促進事業費補助 

金                   5,589,464円 

新会社移行準備資金貸付金        44,476,313円 

食肉市場経営円滑化資金貸付金     220,000,000円 

令和７年12月19日 

公益財団法人滋賀県建設技術セン

ター 

土木交通部監理課 

出資金・出えん金累計額              45,000,000円 

 

 

令和７年12月18日 

滋賀県道路公社 

土木交通部道路整備課 

出資金・出えん金累計額      9,593,500,000円 

地方職員共済組合団体共済部負担金   1,687,217円 

令和７年12月18日 

 

［補助金等交付団体］ 

監査実施団体名 

主たる所管課等 
財政的援助等の内容 監査実施年月日 

社会福祉法人グロー 

健康医療福祉部障害福祉課 

滋賀県介護職員等処遇改善支援補助金   2,073,624円 

滋賀県福祉・介護職員処遇改善支援補助金 

1,507,555円 

滋賀県介護職員職場環境改善支援（介護ロボット導入

支援）事業費補助金         11,363,000円 

滋賀県新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続

支援事業費補助金                     5,475,000円 

障害者地域生活移行促進事業費補助金  90,837,000円 

障害者造形活動推進事業費補助金   15,000,000円 

障害者芸術文化活動支援センター運営費補助金 

12,000,000円 

ボーダレス・アートミュージアムNO-MA20周年記念事 

業費補助金                         3,152,476円 

令和７年12月19日 

学校法人滋賀学園 

子ども若者部子ども若者政策・私学

振興課 

滋賀県私立学校振興補助金          199,435,000円 

滋賀県私立学校振興補助金（教育改革推進特別経費） 

2,400,000円 

滋賀県私立学校特別修学補助金       10,058,400円 

滋賀県高等学校等就学支援金     111,903,000円 

滋賀県高等学校等就学支援金事務費交付金 521,200円 

滋賀県私立学校人権教育代替教員給与費補助金   

292,000円 

滋賀県私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金   

784,000円 

滋賀県幼保連携型認定こども園ICT環境整備費補助金 

500,000円 

滋賀県競技力向上対策本部スポーツ振興補助金   

272,000円 

令和７年12月19日 



 

 

結核健康診断費県補助金                 75,000円 

近畿日本ツーリスト株式会社 

商工観光労働部商工政策課 

滋賀県未来投資総合補助金     1,189,049,209円 令和７年12月19日 

 

［公の施設の指定管理者］ 

監査実施団体名 

主たる所管課等 
財政的援助等の内容 監査実施年月日 

湖東湖北ゆうゆうパートナーズ 

土木交通部都市計画課 

 

 

令和６年度指定管理料 

滋賀県営都市公園（湖岸緑地能登川地区、新海薩摩地

区、薩摩宇曽川地区、曽根沼地区、犬上川大藪地区、

松原米川地区、長浜南浜地区および大浜安養寺地区に

限る。）                             76,005,000円 

令和７年12月19日 

びわこ文化公園ゆうゆうパートナ

ーズ 

土木交通部都市計画課 

令和６年度指定管理料 

滋賀県営都市公園（びわこ文化公園（文化ゾーン）に

限る。）                48,571,700円 

令和７年12月19日 

みらいもりやま 21 ビオトープ協議

会 

土木交通部都市計画課 

令和６年度指定管理料 

滋賀県営都市公園（びわこ地球市民の森に限る。）   

68,141,400円 

令和７年12月19日 

（注）令和７年 12 月 19 日の監査実施は書面監査による。 

 

５ 監査結果 

１から４までの記載事項のとおり監査した限り、重要な点において、監査の対象となった財政的援助団体等の当

該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていることが認められた。 

 

６ 意見 

５の監査結果に添えて、次のとおり意見を付す。 

 

(1) 各事業の定量的成果指標の設定とＰＤＣＡサイクルの徹底による事業の見直しについて（公益財団法人淡海文

化振興財団） 

公益財団法人淡海文化振興財団（淡海ネットワークセンター）（以下、「財団」という。）は、地域づくりやまち

づくり、福祉、環境、文化等の様々な分野における県民の自主的で営利を目的としない社会的活動を、各種情報

の収集および提供、交流の機会の提供、相談業務、人材育成等の事業を通じて総合的に支援することにより、地

域の個性や魅力を高め、よりよい地域社会の実現を図ることを目的として、平成９年４月に設立された。 

財団は平成９年の設立当時は、市民活動団体を支援する数少ない中間支援組織であったが、現在は県域２か所、

市町域 10 か所に中間支援組織が設立され、財団はＮＰＯ等の市民活動団体への直接支援から、中間支援組織の支

援といったより広域的な役割に変化してきている。設立当初より役割が変わってきている現状において、地域の

中間支援組織との役割分担のもとに財団事業の見直しが必要と思われるが、まずそのためには、事業ごとに目指

す方向、実施内容を明確にし、その定量的な成果指標（アウトカム）を定め、現状値との比較分析により、客観

的な現状把握と事業評価が必要である。また、従来の延長ですべての事業を継続するのではなく、事業の絞り込

み等の検討も必要であり、県への財源依存度が 90％を超えていることも踏まえ、財団の存在意義を示さなければ

ならないと考える。 

その上で、令和７年度から５年間の財団中期計画において、事業展開の方針を「県内の市民活動を支援するに

あたり、地域の中間支援組織との連携と役割分担を踏まえ、特に県域の中間支援組織として担うことが適切な役

割を重点取組として事業を展開していく。」とされているとおり、事業を重点化するなど財団中期計画の方針に基

づく取組をより一層推進し、財団が果たすべき役割をより明確にするよう検討されたい。 

 

 

 


